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６
月
定
例
会
は
、
６
月
２
日
か
ら

６
月
15
日
ま
で
の
14
日
間
に
わ
た
り

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

初
日
の
本
会
議
で
は
、
平
成
27
年

度
の
一
般
会
計
な
ど
の
補
正
予
算
案

や
人
事
議
案
な
ど
、
合
わ
せ
て
13
件

の
議
案
が
提
出
さ
れ
、
提
案
理
由
な

ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
人
事
議
案
「
人
権
擁
護

委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
」
は

同
日
に
質
疑
、
討
論
、
採
決
を
経
て

適
任
と
決
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
「
二
戸
市
ふ
る
さ
と
振
興

株
式
会
社
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
」

な
ど
７
件
の
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

６
月
４
日
に
は
、
４
人
の
議
員
に

よ
る
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
牧
野
観

光
の
環
境
整
備
、
岩
谷
橋
か
ら
川
原

橋
間
に
日
用
食
料
品
商
店
の
設
置
、

九
戸
城
跡
の
環
境
整
備
、
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
な
ど
、
市
政
全
般
に
わ

た
り
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。

６ 月 定 例 会 の 概 要 　　

二戸市議会議員政治倫理条例を制定！

平成２７年度一般会計補正予算は

１億３ , ６９８万円を増額補正

　

８
日
に
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ

た
議
案
に
つ
い
て
質
疑
の
う
え
、
所

管
の
常
任
委
員
会
へ
審
査
を
付
託
し

ま
し
た
。

　

９
日
に
は
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、

本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
案
件
に
つ
い

て
詳
細
に
わ
た
り
審
査
し
ま
し
た
。

　

15
日
の
最
終
本
会
議
で
は
、
各
常

任
委
員
長
か
ら
付
託
案
件
の
審
査
結

果
と
主
な
審
査
事
項
の
報
告
が
行
わ

れ
、
報
告
に
対
す
る
質
疑
後
、
討
論

を
経
て
採
決
し
た
結
果
、
全
て
の
議

案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　　

ま
た
、
提
出
さ
れ
た
請
願
「
二
戸

大
橋
と
川
原
橋
の
間
に
一
日
も
早
く

新
し
い
橋
を
建
設
す
る
こ
と
を
求
め

る
請
願
書
」
は
、
全
員
賛
成
で
採
択

さ
れ
ま
し
た
。

　　

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
案

３
件
と
条
例
案
３
件
は
、
質
疑
、
討

論
、
採
決
の
結
果
、
全
て
原
案
の
と

お
り
可
決
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。
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◎
児
童
健
全
育
成
事
業
費

（
福
岡
・
二
戸
西
児
童
ク
ラ

ブ
の
施
設
改
修
費
と
、福
岡
・

石
切
所
児
童
ク
ラ
ブ
、
浄
法

寺
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
机
、
椅

子
等
の
施
設
用
備
品
購
入
費
）

２
６
１
３
万
円

◎
子
育
て
支
援
事
業
費
（
病

後
児
保
育
事
業
等
に
係
る
収

納
ベ
ッ
ド
等
の
施
設
用
備
品

購
入
費
）　　

    

１
０
１
万
円

◎
農
業
経
営
体
育
成
支
援
事

業
費
補
助
金
（
農
業
用
機
械

導
入
に
対
す
る
補
助
金
）

４
２
９
万
円

◎
道
路
維
持
管
理
補
修
事
業

費
（
国
体
関
連
事
業
と
し
て

市
道
枋
ノ
木
市
民
会
館
線
の

歩
道
補
修
工
事
を
行
う
も

の
）　　
　

  

４
５
０
０
万
円

◎
い
わ
て
国
体
開
催
事
業
費

（
国
体
開
催
に
あ
た
り
、
市

内
の
機
運
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
歓
迎
装
飾
用
フ

《
補
正
の
主
な
内
容（
歳
出
）》

　

職
員
の
異
動
等
に
よ
る
人

件
費
の
調
整
と
そ
の
他
の
補

正
で
す
。
増
額
と
な
る
主
な

も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
過
疎
地
域
等
集
落
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
圏
形
成
事
業
費
（
金

田
一
温
泉
周
辺
地
域
の
地
域

資
源
を
活
か
し
た
観
光
振
興

事
業
に
対
す
る
補
助
金
等
）

１
０
２
０
万
円

◎
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
補
助

金
（
宝
く
じ
助
成
金
に
よ
り

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
建

設
や
備
品
購
入
費
に
対
す
る

補
助
金
）      

１
９
０
０
万
円

◎
知
事
県
議
会
議
員
選
挙
費

市
議
会
議
員
選
挙
費
（
投
票

率
向
上
を
目
的
と
し
た

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

ニ
コ
ア
へ
の
期
日
前
投

票
所
設
置
に
係
る
費
用
）

２
９
２
万
円

ラ
ッ
グ
等
に
係
る
経
費
）

 

１
９
５
万
円

《
補
正
後
の
予
算
額
》

１
６
１
億
７
０
０
７
万
円

　

次
の
委
員
に
つ
い
て
適
任

と
す
る
答
申
を
し
ま
し
た
。

【
人
権
擁
護
委
員
】

　

堀
野
字
長
瀬小

林　

光
子　

氏

　

福
田
字
外
川髙

田　

一
実　

氏

■
請
願
第
１
号

【二
戸
大
橋

と
川
原
橋
の
間
に
一
日
も
早

く
新
し
い
橋
を
建
設
す
る
こ

と
を
求
め
る
請
願
書
】

《
請
願
者
》

村
松
町
内
会
長  

遠
藤 

光
雄

ほ
か
６
５
７
名

《
紹
介
議
員
》

及
川 

正
信　

田
代 

博
之

畠
中 

泰
子　

西
野 

省
史

　 　 主 な 議 案 の 内 容 　　

■
議
案
第
１
号

【
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て　

二
戸
市
税
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
】

　

平
成
27
年
３
月
31
日
、
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
等
が
公
布
に
な
り
平

成
27
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
二
戸
市

税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
し

た
も
の
で
す
。

■
議
案
第
５
号

【
太
陽
光
エ

ネ
ル
ギ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
灯
設

置
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て
】

《
請
負
者
》

　
　

福
岡
電
業
株
式
会
社

■
議
案
第
７
号

【
二
戸
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２

号
）
】

《
補
正
額
》１

億
３
６
９
８
万
円

■
発
議
第
１
号

【「
戦
争
法
」

制
定
に
反
対
す
る
意
見
書
】

　
「
国
際
平
和
支
援
法
案
」

と
「
平
和
安
全
法
制
整
備
法

案
」
の
制
定
断
念
を
求
め
る

も
の
で
す
。

《
提
出
先
》
衆
議
院
議
長
、

参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大

臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
外
務

大
臣
、
防
衛
大
臣

■
発
議
第
５
号

【
二
戸
市
議

会
の
議
決
す
べ
き
事
件
を
定

め
る
条
例
】

　
「
市
の
総
合
計
画
の
基
本

構
想
及
び
基
本
計
画
の
策
定
、

変
更
、
又
は
廃
止
に
関
す
る

こ
と
」
を
議
会
の
議
決
す
べ

き
事
件
と
定
め
る
も
の
で
す
。

■
発
議
第
６
号

【
二
戸
市
議

会
議
員
政
治
倫
理
条
例
】

　

議
員
の
政
治
倫
理
に
関
し

て
定
め
る
も
の
で
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
12
～
17

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。

専 

決 

処 

分

契　
　

約

補 

正 

予 

算

請　
　

願

人 

事 

案 

件

議 

員 

発 

議
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主 な 質 疑 応 答 　　

質

応

答

疑

ぐ
ら
い
で
設
置
費
用
の
採

算
が
と
れ
る
の
か
。

【
答
】例
え
ば
消
費
電
力
で

比
較
を
す
る
と
、
一
般
的

な
白
熱
灯
と
Ｌ
Ｅ
Ｄ
で
は

約
９
倍
の
差
が
あ
る
。
た

だ
、
今
回
は
一
般
の
商
用

電
源
は
使
わ
な
い
の
で
電

気
料
は
か
か
ら
な
い
。
太

陽
光
あ
る
い
は
蓄
電
池
が

必
須
の
事
業
で
あ
る
。

【
問
】今
回
の
設
置
に
つ
い

て
は
県
か
ら
全
額
補
助
さ

れ
る
が
、
一
定
の
耐
用
年

数
を
経
て
新
た
に
蓄
電
池

や
灯
具
な
ど
を
更
新
す
る

と
き
も
県
の
補
助
が
あ
る

の
か
。
更
新
の
際
に
費
用

が
大
き
く
、
す
ぐ
に
は
直

せ
な
い
と
い
う
話
に
な
ら

な
い
か
。

【
答
】今
後
の
補
助
制
度
に

つ
い
て
は
見
通
し
が
立
ち

に
く
い
が
、
寿
命
に
よ
り

そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ

た
と
き
は
、
で
き
る
限
り

い
ろ
い
ろ
な
制
度
を
活
用

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

■
議
案
第
３
号
【
専
決
処

分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

平
成
26
年
度

二
戸
市
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
５

号
）】

【
問
】27
年
度
は
税
率
改
正

し
な
い
状
況
の
中
で
基
金

残
高
４
０
０
０
万
円
だ
が
、

こ
れ
を
受
け
て
27
年
度
の

運
営
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
予
想
を
し
て
い
る
か
。

【
答
】年
度
末
の
基
金
積
立

金
残
額
は
約
４
０
０
０
万

円
で
あ
る
。
そ
の
基
金
と

一
般
会
計
か
ら
の
法
定
外

２
０
０
０
万
円
も
見
込
ん

で
お
り
、
徴
収
等
努
力
し

て
、
少
し
だ
が
数
字
的
に

は
歳
入
歳
出
で
プ
ラ
ス
が

出
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

■
議
案
第
５
号
【
太
陽
光

エ
ネ
ル
ギ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明

灯
設
置
工
事
の
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て
】

【
問
】費
用
対
効
果
は
ど
う

か
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
灯
は
電

気
代
で
み
た
場
合
、
何
年

用
に
つ
い
て
は
。

【
答
】市
で
取
り
組
む
産
業

振
興
、
あ
る
い
は
地
域
づ

く
り
、
防
災
等
々
の
事
業

に
対
し
て
、
県
が
単
独
補

助
と
し
て
３
分
の
２
を
支

援
す
る
補
助
金
で
あ
る
。

市
の
特
色
あ
る
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
県
か
ら
こ
の

補
助
金
を
い
た
だ
き
、
事

業
の
財
源
と
し
て
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
問
】歴
史
文
化
交
流
施
設

整
備
事
業
で
建
設
す
る
施

設
に
つ
い
て
、
二
戸
市
と

し
て
の
基
本
的
な
考
え
方

は
あ
る
の
か
。

【
答
】整
備
コ
ン
セ
プ
ト
と

し
て
、
一
つ
に
は
、
天
台

寺
と
漆
を
中
心
と
し
た
情

報
や
市
内
の
観
光
情
報
等
、

情
報
一
般
を
発
信
す
る
機

能
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
か
ら
、
滴
生
舎
、
歴

史
民
俗
資
料
館
、
寂
聴
記

念
館
な
ど
の
施
設
を
取
り

込
む
こ
と
で
あ
る
。

た
り
の
課
税
対
象
所
得
は

少
し
ず
つ
回
復
傾
向
に
あ

る
。
27
年
度
は
若
干
落
ち

る
推
計
で
は
あ
る
が
、
26

年
度
、
27
年
度
の
税
制
改

正
に
よ
り
軽
減
世
帯
が
拡

大
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

税
負
担
は
若
干
だ
が
縮
小

傾
向
に
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

■
議
案
第
２
号
【
専
決
処

分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

平
成
26
年
度

二
戸
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
９
号
）】

【
問
】地
域
経
営
推
進
費
補

助
金
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
「
九
戸
城
情
報
発
信
・

活
用
事
業
」
の
具
体
的
な

事
業
内
容
は
。

【
答
】文
士
劇
の
２
回
公
演

に
負
担
金
と
し
て
５
０
０

万
円
程
度
支
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
九
戸
城
の
入
り
口

の
看
板
の
建
て
か
え
、
甲

冑
等
の
購
入
、
支
障
木
の

伐
採
で
あ
る
。

【
問
】今
後
の
補
助
金
の
活

■
議
案
第
１
号
【
専
決
処

分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

二
戸
市
税
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
】

【
問
】国
保
世
帯
の
世
帯
数

と
軽
減
世
帯
数
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
。　

【
答
】27
年
度
の
国
保
世
帯

数
は
５
０
２
８
世
帯
と

見
込
ん
で
い
る
。
そ
の

う
ち
７
割
軽
減
世
帯
は
、

１
６
８
４
世
帯
、
５
割
軽

減
世
帯
は
６
８
９
世
帯
、

２
割
軽
減
は
６
０
７
世
帯
、

軽
減
な
し
は
２
０
４
８
世

帯
と
見
込
ん
で
い
る
。

【
問
】軽
減
世
帯
が
過
半
数

を
占
め
る
状
況
に
な
っ
て

い
る
と
思
う
が
、
こ
の
軽

減
世
帯
の
中
に
も
滞
納
が

あ
る
。
担
税
能
力
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
か
。

【
答
】税
率
改
定
時
の
22
年

度
と
比
較
し
て
も
１
人
あ

■
議
案
第
７
号
【
平
成
27

年
度
二
戸
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）】

【
問
】二
戸
市
は
昨
年
の
総

選
挙
で
投
票
率
最
下
位
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し

て
の
強
化
策
は
。

【
答
】１
点
目
と
し
て
は
期

日
前
投
票
所
の
１
か
所
増
、

次
に
、
選
挙
啓
発
用
ポ
ス

タ
ー
を
つ
く
り
配
布
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
市
内

企
業
、
団
体
へ
ポ
ス
タ
ー

を
配
り
な
が
ら
、
投
票
を

依
頼
し
た
い
。
こ
れ
ま
で

も
行
っ
て
き
た
広
報
車
で

の
宣
伝
は
、
投
票
率
が
低

い
と
こ
ろ
を
重
点
的
に
行

い
、
街
頭
啓
発
も
同
時
に

行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
問
】子
ど
も
・
子
育
て
支

援
交
付
金
に
か
か
わ
る
予

算
の
中
身
に
つ
い
て
。

【
答
】福
岡
児
童
ク
ラ
ブ
と

二
戸
西
児
童
ク
ラ
ブ
の
ハ

ー
ド
整
備
と
、
病
後
児
保

育
と
一
時
預
か
り
保
育
の

備
品
購
入
で
あ
る
。
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■
専
決
処
分
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て　

平

成
26
年
度
二
戸
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
５
号
）

畠
中
泰
子 

議
員

　

基
金
か
ら
の
繰
入
れ
は

認
め
る
が
22
年
度
増
税
の

際
に
繰
り
入
れ
る
と
し
た

法
定
外
繰
入
れ
を
５
年

間
、
全
く
し
な
い
ま
ま
に

28
年
度
以
降
の
増
税
も
選

択
肢
と
す
る
考
え
が
示
さ

れ
た
こ
と
は
看
過
で
き
な

い
。
厚
労
省
の
24
年
度
地

域
差
分
析
で
二
戸
市
の

国
保
世
帯
の
所
得
は
全
国

比
０
・
６
８
９
、７
割
に
満

た
な
い
の
に
税
金
は
１
・

０
４
７
で
全
国
平
均
を
上

回
る
。
負
担
比
率
は
19
・

46
で
県
内
市
２
番
目
に
重

い
。
３
千
万
円
の
交
付
金

活
用
で
の
引
き
下
げ
を
求

め
る
。
過
大
な
赤
字
見
込

み
の
も
と
過
大
な
税
負
担

と
な
っ
て
い
る
運
営
は
認

め
が
た
く
、
反
対
す
る
。

岩
崎
敬
郎 

議
員

　

初
め
に
、
私
は
、
戦
争

に
反
対
す
る
立
場
で
あ
り
、

戦
争
は
す
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上

げ
て
お
き
た
い
。

　

国
際
平
和
支
援
法
案
と

平
和
安
全
整
備
法
案
が
、

現
憲
法
下
で
行
わ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
非
常
に
強

い
懸
念
が
あ
り
賛
成
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

日
本
は
大
戦
で
の
経
験

か
ら
、
決
し
て
他
国
に
侵

略
す
る
こ
と
も
、
さ
せ
な

い
こ
と
も
当
然
で
あ
る
が
、

戦
争
を
し
な
い
国
と
い
う

こ
と
を
見
越
し
、
挑
発
し

侵
略
し
よ
う
と
し
て
い
る

者
を
知
り
、
そ
れ
に
対
応

す
る
知
恵
と
体
制
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦

後
70
年
を
経
た
今
、
そ
の

場
し
の
ぎ
の
法
律
で
は
な

く
、
憲
法
に
つ
い
て
真
摯

に
考
え
、
実
行
す
る
と
き

が
来
て
い
る
。

　 　 討 論 　 ～ 賛 成 と 反 対 ～ 　　

及
川
正
信 

議
員

　

今
日
ま
で
多
く
の
回
数

を
重
ね
、
反
対
の
中
で
問

題
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、

未
だ
に
一
歩
も
前
に
進
ん

で
い
な
い
。

　

今
回
、
常
任
委
員
会
に

お
い
て
、
も
う
一
度
計
画

を
精
査
し
て
、
具
体
的
な

根
拠
を
持
っ
て
、
何
年
後

に
は
完
成
し
ま
す
と
内
容

を
示
す
べ
き
と
提
案
し
た

と
こ
ろ
、
９
月
議
会
ま
で

に
調
査
検
討
に
要
す
る
期

間
を
示
し
、
９
月
議
会
以

降
に
は
、
全
般
に
わ
た
る

事
業
を
精
査
し
、
説
明
会

を
開
催
し
た
い
と
の
答
弁

を
い
た
だ
い
た
。

　

こ
れ
か
ら
行
う
作
業
は
、

大
変
大
き
く
、
重
い
こ
と

と
考
え
て
お
り
、
今
回
の

議
会
で
明
確
に
な
っ
た
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
は

数
歩
前
に
進
ん
だ
評
価
部

分
と
捉
え
賛
成
す
る
。

畠
中
泰
子 

議
員

　

合
併
算
定
特
例
が
な
く

な
り
、
５
年
後
か
ら
年

６
億
７
千
万
円
の
マ
イ
ナ

ス
額
。
年
数
億
円
の
一
般

会
計
か
ら
繰
入
れ
の
本
事

業
を
こ
の
ま
ま
展
開
す
る

こ
と
は
他
の
ま
ち
づ
く
り

や
他
地
域
へ
の
サ
ー
ビ
ス

を
削
る
こ
と
に
。
二
戸
市

の
道
路
改
良
率
は
県
内
最

低
の
38
％
。
救
急
車
等
が

入
れ
な
い
市
道
は
37
路
線

以
上
と
考
え
る
。
ア
ン
ケ

ー
ト
に
「
区
画
に
だ
ま
さ

れ
た
」
と
80
代
女
性
。
高

齢
に
な
っ
て
も
見
通
し
が

持
て
な
い
不
安
。
他
区
域

で
も
道
路
整
備
が
進
ま
ず

命
を
守
る
緊
急
車
両
が
通

れ
な
い
問
題
。
見
直
し
の

追
及
を
し
、
区
画
整
理
地

内
の
住
民
に
も
そ
れ
以
外

地
域
の
住
民
に
も
サ
ー
ビ

ス
の
光
を
当
て
て
い
く
よ

う
求
め
て
、
反
対
す
る
。

■
平
成
27
年
度
二
戸
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

及
川
正
信　

議
員

　

戦
争
を
語
る
に
つ
い
て
、

日
本
は
憲
法
９
条
抜
き
に

は
論
じ
ら
れ
な
い
。

　

歴
代
の
自
民
党
内
閣
は
、

専
守
防
衛
、
個
別
自
衛
権

は
憲
法
が
認
め
て
い
る
と

い
う
考
え
で
あ
る
。
仮
に

日
本
が
攻
め
ら
れ
て
も
、

専
守
防
衛
、
個
別
自
衛
権

を
も
っ
て
戦
う
こ
と
が
大

前
提
で
あ
り
、
日
本
は
全

く
手
出
し
が
で
き
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

　

戦
争
は
、
相
手
に
勝
つ

た
め
、
軍
拡
競
争
が
始
ま

る
。
そ
ん
な
過
去
の
歴
史

か
ら
学
べ
ば
、
導
き
出
せ

る
結
論
を
無
視
し
、
戦
争

は
時
に
必
要
で
あ
る
か
の

よ
う
な
論
を
弄
す
る
こ
と

は
、
ぜ
ひ
考
え
直
し
て
ほ

し
い
。

　

お
互
い
に
歴
史
と
現
実

を
し
っ
か
り
と
正
し
く
見

よ
う
と
強
く
訴
え
て
、
賛

成
討
論
に
す
る
。

賛 

成

■
「
戦
争
法
」
制
定
に
反
対
す
る
意
見
書

内
沢
真
申 

議
員

　

初
め
に
、
国
政
に
関
す

る
こ
と
を
、
こ
の
地
方
議

会
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が

ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る

の
か
大
変
疑
問
に
思
う
。

意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
立
場
で
あ
る
。

　

我
が
国
を
取
り
巻
く
安

全
保
障
環
境
は
、
一
層
厳

し
さ
を
増
し
、
平
和
安
全

法
制
の
整
備
が
必
要
で
あ

る
。
戦
争
を
望
む
者
は
い

な
い
。
今
回
の
法
制
で
最

も
重
要
な
こ
と
は
、
抑
止

力
を
強
化
と
思
う
。

　

大
切
な
こ
と
は
、
決
し

て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
走

る
こ
と
な
く
、
時
代
背
景

に
合
わ
せ
、
内
容
を
改
正

す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、

平
和
主
義
の
理
念
な
ど
、

守
り
抜
く
伝
統
は
維
持
し

な
が
ら
世
界
の
平
和
と
安

全
を
確
か
な
も
の
と
す
る

よ
う
望
み
、
反
対
す
る
。

反 

対

賛 

成

賛 

成

反 

対

反 

対
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議案番号等 議　　　案　　　名　　　等 審 議 結 果

議案第１号
専決処分の承認を求めることについて

　二戸市税条例等の一部を改正する条例
承認（全員賛成）

議案第２号
専決処分の承認を求めることについて

　平成 26 年度二戸市一般会計補正予算（第９号）
承認（全員賛成）

議案第３号
専決処分の承認を求めることについて

　平成 26 年度二戸市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）
承認（賛成多数）

議案第４号
専決処分の承認を求めることについて

　平成 26 年度二戸市土地区画整理事業特別会計補正予算（第４号）
承認（賛成多数）

議案第５号 太陽光エネルギーＬＥＤ照明灯設置工事の請負契約の締結について 可決（全員賛成）

議案第６号 損害賠償の額の決定及び和解について 可決（全員賛成）

議案第７号 平成 27 年度二戸市一般会計補正予算（第２号） 可決（全員賛成）

議案第８号 平成 27 年度二戸市国民健康保険特別会計補正予算（第 1号） 可決（全員賛成）

議案第９号 平成 27 年度二戸市下水道事業特別会計補正予算（第 1号） 可決（全員賛成）

議案第10号 平成 27 年度二戸市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 1号） 可決（賛成多数）

議案第11号 平成 27 年度二戸市水道事業会計補正予算（第 1号） 可決（全員賛成）

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 適任（全員賛成）

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 適任（全員賛成）

報告第１号 二戸市ふるさと振興株式会社の経営状況について 報　　　告

報告第２号 二戸市一般会計繰越明許費の報告について 報　　　告

報告第３号 二戸市下水道事業特別会計繰越明許費の報告について 報　　　告

報告第４号 二戸市土地区画整理事業特別会計繰越明許費の報告について 報　　　告

報告第５号 二戸市一般会計事故繰越しの報告について 報　　　告

報告第６号 二戸市一般会計継続費の報告について 報　　　告

報告第７号
専決処分の報告について

　公用車両の事故に伴う損害賠償
報　　　告

請願第１号 二戸大橋と川原橋の間に一日も早く新しい橋を建設することを求める請願書 採択（全員賛成）

発議第１号 「戦争法」制定に反対する意見書 可決（賛成多数）

発議第２号 労働者派遣法改正案、労働基準法改正案の撤回を求める意見書 可決（賛成多数）

発議第３号 東日本大震災復興事業は全額国庫で進めることを求める意見書 可決（全員賛成）

発議第４号 二戸市議会委員会条例の一部を改正する条例 可決（全員賛成）

発議第５号 二戸市議会の議決すべき事件を定める条例 可決（全員賛成）

発議第６号 二戸市議会議員政治倫理条例 可決（全員賛成）

審 議 結 果 　　

採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。

議席番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

議 員 名

 

高
村 

人
司

 

駒
木 

昇 

 

田
村 

隆
博

 

内
沢 

真
申

 

米
田 

誠 

 

田
口 

一
男

 

菅
原 

恒
雄 

 

田
代 

博
之

 

西
野 

省
史

 

小
笠
原 

清
晃

 

三
浦 

利
章

 

清
川 

明
彬

 

鷹
場 

美
千
雄

 

畠
中 

泰
子

 

田
中 

勝
二

 

大
沢 

孫
吉

 

國
分 

敏
彦

 

岩
崎 

敬
郎

 

田
口 

一

 

新
畑 

鉄
男

 

及
川 

正
信

 

鈴
木 

忠
幸

議案第３号 ○ ○ ○ ○ ○ × 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第４号 ○ ○ ○ ○ ○ × 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第10号 ○ ○ ○ ○ ○ × 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第１号 ○ ○ ○ × × ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

発議第２号 ○ ○ ○ × × ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

【賛否の公表】

※　議長は採決には加わりません。

※　議は議長、○は賛成、×は反対、欠は欠席、－は退席

（議席順）採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
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【
市
長
】今
年
度
の
新
規
事

業
と
し
て
、
繁
殖
・
酪
農

農
家
の
経
営
支
援
や
牧
野

の
運
営
支
援
を
目
的
に

「
畜
産
経
営
特
別
強
化
支

援
事
業
」
を
創
設
す
る
。

　

次
に
、
牧
野
環
境
整
備

の
支
援
策
に
つ
い
て
、
畜

産
振
興
と
観
光
振
興
が
両

立
で
き
る
方
策
を
と
り
な

が
ら
、
稲
庭
岳
を
観
光
資

源
と
し
て
振
興
策
を
講
じ

て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】浄
法
寺
地
区
の
湧
水

き
る
も
の
と
考
え
る
。

　

次
に
、
防
災
行
政
無
線

で
行
う
放
送
は
、
市
内
一

斉
放
送
に
よ
り
広
く
情
報

を
伝
達
で
き
る
が
、
一
方

的
な
情
報
発
信
で
あ
り
、

内
容
や
放
送
の
頻
度
、
時

間
帯
等
に
つ
い
て
考
慮
さ

れ
た
い
と
い
う
意
見
を
い

た
だ
い
て
い
る
。
情
報
の

重
要
性
や
緊
急
性
の
程
度

に
応
じ
、
厳
選
し
て
放
送

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
運
用
基

準
に
従
い
、
重
要
性
や
緊

急
性
に
よ
り
多
数
の
住
民

に
伝
達
を
必
要
と
す
る
も

の
を
放
送
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
行
政
情
報

な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
在

行
っ
て
い
る
「
広
報
に

の
へ
」、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

カ
シ
オ
ペ
ア
Ｆ
Ｍ
、
各
報

道
機
関
へ
の
情
報
提
供
な

ど
を
基
本
と
し
、
防
災
行

政
無
線
の
利
用
は
運
用
基

準
に
よ
り
厳
選
し
て
放
送

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

田
口
一
男 

議
員

牧
野
観
光
の
環
境
整

備
に
つ
い
て

　 　 市 政 を 問 う ！！　一 般 質 問 　

湧
水
に
よ
る
上
水
道

拡
充
に
つ
い
て

情
報
提
供
等
の
緩
和

と
拡
充
に
つ
い
て

一 　 般 　 質 　 問
３月定例会では、４人の議員が一般質問を行いました。

市政を問う !!

【
問
】酪
農
畜
産
農
家
の
経

営
の
支
援
は
、
高
原
牧
野

の
観
光
と
牛
肉
の
ブ
ラ
ン

ド
化
の
促
進
に
つ
な
が
る
。

牧
野
の
維
持
を
促
す
助
成

と
牧
野
環
境
整
備
の
支
援

策
を
伺
う
。　

稲庭高原の風景

の
使
用
量
、
未
給
水
量
、

未
利
用
湧
水
の
推
定
水
量

及
び
使
用
の
場
合
の
河
川

法
と
の
関
係
を
伺
う
。
ま

た
、
学
校
給
食
施
設
に
湧

水
を
上
水
道
に
利
用
と
将

来
御
返
地
地
区
へ
の
供
給

拡
充
に
つ
い
て
伺
う
。

【
市
長
】平
成
26
年
度
の
浄

法
寺
地
区
の
給
水
量
は
、

１
日
あ
た
り
約
５
１
０
㎥
、

未
給
水
量
は
約
９
３
０
㎥

で
あ
る
。
現
在
の
湧
水
地

以
外
の
湧
水
の
推
定
水
量

は
、
平
成
22
、
23
年
の
調

査
で
は
日
量
約
１
２
０
０

㎥
を
確
認
し
て
い
る
。
ま

た
、
湧
水
は
河
川
法
の
適

用
を
受
け
な
い
。

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で

の
湧
水
利
用
に
つ
い
て
は
、

水
質
検
査
の
結
果
、
問
題

な
け
れ
ば
使
用
は
可
能
で

あ
る
。
ま
た
、
湧
水
の
御

返
地
地
域
へ
の
供
給
に
つ

い
て
、
工
事
費
に
か
か
る

起
債
の
返
済
額
と
湧
水

と
の
経
費
削
減
見
込
み

を
試
算
す
る
と
、
年
間

２
６
０
万
円
の
負
担
増
が

今
後
30
年
間
継
続
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
に
つ
い

て
は
、
御
返
地
浄
水
場
や

配
水
池
の
更
新
時
期
に
再

度
検
討
す
る
。

【
問
】緊
急
時
の
被
災
現
場

の
詳
細
な
情
報
提
供
の
改

善
と
地
域
情
報
の
提
供
に

防
災
無
線
を
活
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
伺
う
。

【
市
長
】今
年
度
、
消
防
団

に
携
帯
用
無
線
機
を
配
備

し
、
火
災
出
動
等
で
活
用

す
る
。
こ
の
無
線
機
は
、

消
防
団
本
部
、
49
部
の
消

防
車
両
、
消
防
署
に
配
備

し
、
出
動
時
の
火
災
現
場

の
確
認
や
被
災
状
況
な
ど

の
情
報
を
双
方
向
か
ら
伝

達
す
る
こ
と
が
で
き
、
災

害
時
情
報
の
詳
細
な
情
報

共
有
も
可
能
と
な
り
、
迅

速
な
消
火
活
動
が
実
施
で
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岩
谷
橋
か
ら
川
原
橋

間
に
日
用
食
料
品
商

店
の
設
置
に
つ
い
て

【
市
長
】馬
淵
川
の

水
質
に
つ
い
て
は
、

昭
和
50
年
代
当
時
、

非
常
に
水
質
の
悪

い
川
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
水
質
汚
濁

法
の
改
正
施
行
、

公
共
下
水
道
、
浄

化
槽
の
整
備
な
ど

に
よ
り
か
な
り
改

善
さ
れ
た
。「
北

奥
羽
地
区
水
道
事

業
協
議
会
」、「
馬
淵
川
水

系
水
質
汚
濁
対
策
連
絡
協

議
会
」
が
組
織
さ
れ
、
現

在
も
水
質
維
持
管
理
や
事

故
等
に
よ
る
水
質
汚
濁
防

止
に
努
め
て
い
る
。「
一

級
河
川
馬
淵
川
水
系
馬
淵

川
上
流
圏
域
河
川
整
備
計

画
（
岩
手
県
）」
に
よ
る
と
、

イ
ワ
ナ
、
ヤ
マ
メ
な
ど
が

生
息
す
る
「
清
流
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
状
態
を
維
持
す
る
上
で

も
、
関
係
団
体
と
連
携
を

と
り
な
が
ら
水
質
の
維
持

に
向
け
た
活
動
を
継
続
し

付
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
関
連
法
案
は
、
今
後
の

国
の
安
全
保
障
の
方
向
性

を
示
す
重
要
法
案
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
国
会
に
お
け

る
審
議
で
の
十
分
な
説
明

及
び
審
議
の
も
と
、
国
民

的
議
論
が
活
発
化
し
て
広

く
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
重

要
と
考
え
て
い
る
。
現
段

階
で
の
意
思
伝
達
に
つ
い

て
は
考
え
て
い
な
い
。

【
問
】小
説
の
舞
台
に
も
な

り
二
戸
市
を
代
表
す
る
河

川
の
馬
淵
川
は
、
河
岸
段

丘
特
有
の
美
し
さ
が
あ
る
。

し
か
し
、
ご
み
や
産
廃
に

よ
る
河
川
の
汚
れ
が
懸
念

さ
れ
る
。
市
は
、
環
境
基

本
条
例
の
下
、
き
れ
い
な

川
づ
く
り
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
、
市

長
の
考
え
は
。
ま
た
、
景

観
美
化
の
具
体
的
取
り
組

み
に
つ
い
て
見
解
を
伺
う
。

【
問
】新
た
な
安
全
保
障
関

連
法
に
関
わ
り
、
市
長
は
、

議
会
と
と
も
に
政
府
に
対

し
反
戦
平
和
の
意
思
伝
達

を
す
べ
き
と
考
え
る
。
市

長
の
意
思
と
考
え
を
伺
う
。

【
市
長
】自
治
体
の
長
と
し

て
、
二
度
と
過
去
の
過
ち

を
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う

平
和
主
義
の
基
本
原
則
を

尊
重
し
て
い
く
こ
と
は
、

今
後
に
お
い
て
も
変
わ
る

こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
非

核
平
和
都
市
を
宣
言
す
る

こ
と
で
非
核
三
原
則
を
遵

守
し
、
世
界
各
国
で
行
わ

れ
た
核
実
験
に
対
し
て
議

長
と
連
名
で
抗
議
文
を
送

「
き
れ
い
な
川
の
ま
ち

二
戸
」の
実
現
に
つ
い
て

一 般 質 問 　　

及
川
正
信 

議
員

新
た
な
安
全
保
障
関

連
法
案
に
つ
い
て

　　　　　　　　　　　　　　　　　  本会議は、 受付簿に住所とお名前を記入するだけで傍聴できます。 また、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　議場の傍聴席がリニューアルされ、 車椅子をご利用の方も傍聴できるように

　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりました。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市役所と浄法寺総合支所の１階ホールでもテレビ中継を見ることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　   ※　介助が必要な方は、 職員または事務局へお声がけください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※　３月定例会の傍聴者は 24 名 （延べ人数） でした。

議会を傍聴 して

みませんか

【
市
長
】地
域
の
方
々
の
ご

不
便
を
察
し
な
が
ら
も
具

体
的
な
解
決
策
が
見
出
せ

な
い
中
、
可
能
な
限
り
買

い
物
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
、

現
在
買
い
物
な
ど
に
活
用

で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
の
運
行
の
周
知
や
利
便

性
の
向
上
を
図
っ
て
い
く

な
ど
、
引
き
続
き
配
慮
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　

市
内
に
は
、
食
料
品
等

の
購
入
に
苦
労
さ
れ
て
い

る
地
域
が
多
数
存
在
す
る

と
推
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

買
い
物
の
実
情
と
市
民
の

要
望
の
把
握
に
努
め
る
と

と
も
に
、
地
元
事
業
者
や

商
工
会
等
関
係
団
体
と
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
地
域

の
実
情
に
合
っ
た
サ
ー
ビ

ス
を
展
開
で
き
る
よ
う
検

討
す
る
。
ま
た
、
必
要
に

応
じ
て
国
や
県
の
支
援
補

助
制
度
の
導
入
な
ど
も
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
関

係
団
体
、
地
域
団
体
と
連

携
し
河
岸
の
景
観
美
化
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

【
問
】岩
谷
橋
か
ら
川
原
橋

の
間
に
、
日
用
食
料
品
を

買
え
る
店
舗
が
な
い
に
等

し
く
、
多
く
の
住
民
が
困

っ
て
い
る
。
市
と
し
て
も

何
ら
か
の
対
応
を
急
ぐ
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
、
市

長
の
見
解
を
問
う
。

二戸大橋から眺める馬淵川
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【
問
】史
跡
九
戸
城
跡
を
見

た
と
き
、
支
障
木
や
笹
、

雑
草
が
生
い
茂
る
な
ど
、

足
の
踏
み
込
み
が
で
き
な

い
場
所
も
あ
る
。
よ
っ
て
、

し
っ
か
り
と
刈
り
込
み
を

し
、
来
年
の
岩
手
国
体
に

来
ら
れ
る
全
国
の
観
光
客

か
ら
喜
ば
れ
る
よ
う
な
城

跡
に
す
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

【
市
長
】九
戸
城
跡
の
管
理

に
つ
い
て
は
、
笹
や
雑
草

の
刈
り
込
み
を
中
心
に
毎

年
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
今
後
と
も
城
跡
の

景
観
に
配
慮
し
た
作
業
を

行
う
予
定
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
範
囲
が

広
大
な
面
積
で
あ
る
た
め

ご
指
摘
の
よ
う
な
場
所
も

あ
り
、
来
年
の
国
体
時
に

は
来
訪
者
が
心
地
よ
く
散

策
で
き
る
よ
う
十
分
検
討

し
、
ま
た
、
来
年
度
以
降

も
国
の
許
可
を
得
な
が
ら

伐
採
す
る
な
ど
、
眺
望
を

踏
ま
え
た
一
層
の
環
境
整

備
に
努
め
た
い
。

【
問
】九
戸
城
跡
の
散
策
は
、

三
の
丸
か
ら
本
丸
に
行
く

よ
う
に
す
る
と
、
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
国
体
時

西
野
省
史 

議
員

九
戸
城
跡
の
環
境
整

備
に
つ
い
て

　 　 市 政 を 問 う ！ ！ 　　

国
と
の
協
議
・

指
導
で
は
、
史

跡
指
定
地
内
へ

の
本
格
的
な
駐

車
場
整
備
は
、

文
化
財
保
護
法

に
基
づ
く
国
の

許
可
が
相
当
厳

し
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
、
裁
判
所
通

り
か
ら
史
跡
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
重
要
性
を
踏
ま

え
、
駐
車
場
や
案
内
所

等
を
起
点
と
し
た
散
策

路
の
整
備
の
ほ
か
、
史

跡
全
体
に
つ
い
て
指
導

委
員
会
や
国
の
指
導
を

得
な
が
ら
整
備
計
画
を

策
定
し
た
い
と
考
え
て

お
り
、
併
せ
て
、
ご
提

言
い
た
だ
い
た
国
体
開

催
時
の
一
時
的
活
用
に

つ
い
て
も
十
分
検
討
し

て
い
き
た
い
。

【
問
】史
跡
に
指
定
さ
れ

て
い
る
松
の
丸
に
つ
い

て
、
忠
魂
碑
の
石
灯
籠

　

市
政
に
要
望
が
あ
る
時
は
、

市
議
会
に
請
願
書
や
陳
情
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
請
願
と
陳
情
の
ち
が
い
】

○
請
願
は
、
紹
介
議
員
の
署
名

ま
た
は
記
名
・
押
印
が
必
要

で
す
。

○
陳
情
は
、
紹
介
議
員
を
必
要

と
し
ま
せ
ん
。

【
請
願

・
陳
情
の
取
扱
い
】

○
請
願
及
び
市
内
の
方
が
提
出

し
た
陳
情
は
市
議
会
で
審
査

し
、
採
択
の
場
合
は
関
係
機

関
へ
送
付
し
ま
す
。

○
市
外
の
方
か
ら
の
陳
情
は
、

市
議
会
で
議
員
に
配
布
い
た

し
ま
す
。

【
記
載
し
て
い
た
だ
く
事
項
】

①
提
出
年
月
日

②
提
出
者
の
住
所
・
氏
名
（
団

体
の
場
合
は
名
称
、
代
表
者

の
住
所
、
氏
名
）・
押
印

③
請
願
・
陳
情
の
要
旨
、
理
由

④
請
願
の
場
合
は
、
紹
介
議
員

１
名
以
上
の
署
名
ま
た
は
記

名
・
押
印

　

 

請
願

・
陳
情
を

　
　

 

す
る
に
は

や
積
み
石
が
崩
れ
て
お

り
、
余
り
に
も
荒
廃
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
管
理
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

【
市
長
】松
の
丸
に
つ
い

て
は
、
主
に
地
域
の

方
々
が
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

な
ど
に
活
用
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
管
理
に
つ

い
て
も
、
地
元
町
内
会

の
ご
協
力
に
よ
り
刈
り

払
い
、
ご
み
拾
い
、
ト

イ
レ
清
掃
な
ど
を
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
と
も
お
願
い
し
な
が

ら
清
掃
活
動
な
ど
管
理

に
努
め
た
い
。

九戸城跡

九戸城無料休憩所

ま
で
に
裁
判
所
脇
の
市
有

地
を
仮
設
の
駐
車
場
と
し

て
整
備
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

【
市
長
】着
目
の
と
お
り
、

裁
判
所
付
近
は
三
の
丸
か

ら
本
丸
に
つ
な
が
る
魅
力

的
な
動
線
の
起
点
と
な
る

ほ
か
、
大
型
バ
ス
の
交
通

ア
ク
セ
ス
や
市
街
地
活
性

化
の
面
か
ら
も
重
要
な
位

置
に
な
る
こ
と
か
ら
、
法

務
局
跡
地
の
活
用
を
検
討

す
る
た
め
、
今
年
度
発
掘

調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
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等
の
具
体
化
を
。

【
市
長
】個
人
の
財
産
権
に

か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
、

他
市
町
村
の
動
向
や
先
進

的
な
取
り
組
み
等
の
情
報

を
収
集
し
な
が
ら
、
二
戸

市
に
お
い
て
も
市
街
地
に

老
朽
化
し
た
空
き
家
が
若

干
散
見
さ
れ
る
状
況
で
も

あ
り
、
今
後
少
子
高
齢
化

に
よ
り
適
正
に
管
理
さ
れ

て
い
な
い
空
き
家
等
が
増

加
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
住
民
の
安
全
確

保
や
生
活
環
境
保
全
の
た

め
、
利
活
用
も
含
め
必
要

な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
。

【
問
】市
の
道
路
改
良
率
は

県
内
最
低
の
38
％
。
区
画

整
理
事
業
の
見
直
し
で
、

財
源
を
他
の
地
域
に
も
振

り
向
け
る
ま
ち
づ
く
り
の

転
換
を
。

【
市
長
】事
業
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

何
度
も
議
論
を
重
ね
て
き

た
が
、
土
地
区
画
整
理
事

業
の
仕
組
み
上
、
事
業
の

中
止
や
換
地
に
大
き
く
影

響
す
る
区
域
縮
小
な
ど
の

見
直
し
は
で
き
な
い
と
説

明
し
て
お
り
、
こ
れ
は
現

在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
当
区
画
整
理

事
業
は
公
債
費
の
償
還
分

も
平
成
24
年
度
を
ピ
ー
ク

に
減
少
し
て
き
て
お
り
、

一
般
財
源
は
最
小
限
に
抑

え
ら
れ
る
よ
う
補
助
率
の

高
い
社
会
資
本
整
備
総
合

交
付
金
等
を
活
用
し
、
市

と
し
て
負
担
を
で
き
る
だ

け
抑
え
な
が
ら
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
事
業
期
間
が
長

期
化
し
て
お
り
整
備
が
遅

く
な
る
区
域
に
お
い
て
、

救
急
車
の
通
行
の
支
障
に

な
っ
て
い
る
一
部
の
狭
隘

市
道
に
つ
い
て
も
、
暫
定

的
に
整
備
す
る
こ
と
で
市

民
の
安
全
、
安
心
を
確
保

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一 般 質 問 　　

畠
中
泰
子 

議
員

戦
争
法
案
阻
止
を
鮮

明
に

空
き
家
対
策

高
す
ぎ
る
国
保
税
と

市
の
運
営
姿
勢

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
と

土
地
区
画
整
理
事
業

　

　　各定例会の一般質問を録音し、 カシオペアＦＭより放送しております。 放送は、 定例会期間中と

　定例会終了後に各１回放送します。 詳しい放送日程は議会事務局またはカシオペアＦＭにお問い

　合わせください。   　【問い合わせ先】 議会事務局  ℡　23 － 3111　　カシオペアＦＭ  ℡　23 － 8779

一 般 質 問 の ラ ジ オ 放 送

カシオペアＦＭ（周波数７７．９ＭＨＺ）

【
問
】市
民
の
命
と
暮
ら
し

を
脅
か
す
最
大
の
も
の
は

戦
争
。
歴
史
の
岐
路
に
立

場
を
鮮
明
に
。

【
市
長
】日
本
国
憲
法
の
三

大
基
本
原
則
を
最
大
限
尊

重
す
る
こ
と
や
非
核
平
和

行
政
を
推
進
す
る
立
場
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

【
問
】14
市
の
中
で
所
得
も

治
療
費
も
最
低
な
の
に
負

担
は
２
番
目
の
重
税
。
増

税
一
本
の
冷
た
さ
の
証
明

で
は
な
い
か
。

【
市
長
】最
新
の
市
民
所
得

推
計
に
お
い
て
、
当
市
の

順
位
は
県
内
14
市
中
10
番

目
で
あ
る
。
ま
た
、
診
療

費
は
市
の
中
で
最
も
低
い

位
置
に
あ
る
。
負
担
が
２

番
目
と
の
ご
指
摘
だ
が
、

国
保
会
計
か
ら
支
払
わ
れ

て
い
る
の
は
医
療
費
だ
け

で
は
な
く
、
介
護
納
付
金

や
後
期
高
齢
者
支
援
金
の

支
払
い
に
も
多
額
の
支
出

を
要
し
て
お
り
、
医
療
費

だ
け
で
国
保
税
が
算
定
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

税
率
は
、
合
併
時
に
不

均
一
課
税
の
統
一
を
図
り
、

旧
浄
法
寺
町
は
税
率
が
下

が
り
、
旧
二
戸
市
は
上
が

っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成

20
年
度
の
税
率
改
正
で
は

税
率
を
下
げ
、
平
成
22
度

に
は
税
率
を
上
げ
る
な
ど
、

増
税
一
本
と
な
っ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。

【
問
】３
千
万
円
の
交
付
金

を
活
用
し
、
引
き
下
げ
て

払
え
る
国
保
に
。

【
市
長
】保
険
基
盤
安
定
繰

入
金
の
基
準
拡
充
に
よ
る

財
源
は
、
低
所
得
者
の
国

保
税
を
２
割
、
５
割
軽
減

判
定
す
る
際
の
判
定
基
準

額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に

よ
り
、
軽
減
を
受
け
る
被

保
険
者
が
増
加
す
る
。
そ

の
減
収
分
を
一
般
会
計
か

ら
補
填
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
問
】国
保
の
都
道
府
県
化

で
の
懸
念
と
対
応
は
。

【
市
長
】平
成
30
年
度
か
ら

都
道
府
県
が
国
保
の
運
営

主
体
に
な
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
平
成
30
年
度
以
降
の

市
町
村
の
国
保
運
営
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
内
容
は

見
え
て
き
て
い
な
い
状
況

で
あ
る
。
今
後
も
国
の
動

向
を
注
視
し
て
、
具
体
的

な
内
容
が
わ
か
っ
た
段
階

で
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【
問
】空
き
家
対
策
特
別
措

置
法
が
全
面
施
行
。
早
急

な
体
制
づ
く
り
と
条
例
化
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何
度
も
議
論
を
重
ね
て
き

た
が
、
土
地
区
画
整
理
事

業
の
仕
組
み
上
、
事
業
の

中
止
や
換
地
に
大
き
く
影

響
す
る
区
域
縮
小
な
ど
の

見
直
し
は
で
き
な
い
と
説

明
し
て
お
り
、
こ
れ
は
現

在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
当
区
画
整
理

事
業
は
公
債
費
の
償
還
分

も
平
成
24
年
度
を
ピ
ー
ク

に
減
少
し
て
き
て
お
り
、

一
般
財
源
は
最
小
限
に
抑

え
ら
れ
る
よ
う
補
助
率
の

高
い
社
会
資
本
整
備
総
合

交
付
金
等
を
活
用
し
、
市

と
し
て
負
担
を
で
き
る
だ

け
抑
え
な
が
ら
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
事
業
期
間
が
長

期
化
し
て
お
り
整
備
が
遅

く
な
る
区
域
に
お
い
て
、

救
急
車
の
通
行
の
支
障
に

な
っ
て
い
る
一
部
の
狭
隘

市
道
に
つ
い
て
も
、
暫
定

的
に
整
備
す
る
こ
と
で
市

民
の
安
全
、
安
心
を
確
保

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

議
　
員
　
名

交
付
額

（
①
）

実
支

出
額

精
算
額

（
②
）

残
額

（
①

-
②
）

　
　

　
　

　
　

支
　

　
　

出
　

　
　

の
　

　
　

内
　

　
　

訳

調
査

研
究

費
研
修
費

広
報
費

広
聴
費

要
請

・
陳

情
活

動
費

会
議
費

資
料

作
成

費
資

料
購

入
費

人
件
費

事
務

所
費

高
 
村
 
人
 
司

1
2
0
,
0
0
0

1
3
4
,
6
0
0

1
2
0
,
0
0
0

0
7
0
,
9
1
0
 

4
5
0
 

6
3
,
2
4
0
 

駒
 
木
　
 
 
昇

1
2
0
,
0
0
0

1
0
9
,
3
8
0

1
0
9
,
3
8
0

1
0
,
6
2
0

7
7
,
5
2
4
 

3
1
,
8
5
6
 

田
 
村
 
隆
 
博

1
2
0
,
0
0
0

5
5
,
1
4
7

5
5
,
1
4
7

6
4
,
8
5
3

1
5
,
6
7
5
 

3
4
,
0
0
0
 

5
,
4
7
2
 

内
 
沢
 
真
 
申

1
2
0
,
0
0
0

8
1
,
1
6
8

8
1
,
1
6
8

3
8
,
8
3
2

8
1
,
1
6
8
 

米
 
田
 
 
　
誠

1
2
0
,
0
0
0

7
1
,
0
2
4

7
1
,
0
2
4

4
8
,
9
7
6

3
4
,
0
0
0
 

1
8
,
7
2
0
 

1
8
,
3
0
4
 

田
 
口
 
一
 
男

1
2
0
,
0
0
0

1
4
9
,
3
8
7

1
2
0
,
0
0
0

0
9
0
,
4
6
7
 

1
7
,
0
0
0
 

3
8
,
8
8
0
 

3
,
0
4
0
 

菅
 
原
 
恒
 
雄

1
2
0
,
0
0
0

1
4
8
,
4
3
5

1
2
0
,
0
0
0

0
1
4
8
,
4
3
5
 

田
 
代
 
博
 
之

1
2
0
,
0
0
0

7
7
,
4
7
5

7
7
,
4
7
5

4
2
,
5
2
5

1
7
,
1
9
5
 

3
4
,
0
0
0
 

2
6
,
2
8
0
 

小
笠
原
 
清
晃

1
2
0
,
0
0
0

6
0
,
3
0
6

6
0
,
3
0
6

5
9
,
6
9
4

4
1
,
5
3
6
 

8
,
4
5
0
 

1
0
,
3
2
0
 

三
 
浦
 
利
 
章

1
2
0
,
0
0
0

2
3
6
,
9
6
4

1
2
0
,
0
0
0

0
9
0
,
6
3
6
 

1
4
6
,
3
2
8
 

清
 
川
 
明
 
彬

1
2
0
,
0
0
0

1
0
3
,
3
3
1

1
0
3
,
3
3
1

1
6
,
6
6
9

9
3
,
5
2
6
 

4
,
5
8
9
 

5
,
2
1
6
 

鷹
場
 
美
千
雄

1
2
0
,
0
0
0

2
5
9
,
2
0
0

1
2
0
,
0
0
0

0
2
5
9
,
2
0
0
 

畠
 
中
 
泰
 
子

1
2
0
,
0
0
0

1
4
5
,
8
2
2

1
2
0
,
0
0
0

0
1
0
,
5
2
4
 

5
,
5
4
0
 

 
9
5
0
 

2
8
,
3
6
0
 

5
,
3
9
0
 

2
6
,
5
6
9
 

6
8
,
4
8
9
 

田
 
中
 
勝
 
二

1
2
0
,
0
0
0

8
1
,
5
1
3

8
1
,
5
1
3

3
8
,
4
8
7

4
,
5
2
6
 

6
4
,
2
8
4
 

1
2
,
7
0
3
 

大
 
沢
 
孫
 
吉

1
2
0
,
0
0
0

7
0
,
2
9
4

7
0
,
2
9
4

4
9
,
7
0
6

1
5
,
6
7
5
 

5
4
,
6
1
9
 

國
 
分
 
敏
 
彦

1
2
0
,
0
0
0

1
6
1
,
9
8
4

1
2
0
,
0
0
0

0
7
4
,
5
8
0
 

1
,
0
8
0
 

1
0
,
3
2
0
 

7
6
,
0
0
4
 

岩
 
崎
 
敬
 
郎

1
2
0
,
0
0
0

1
4
9
,
8
1
9

1
2
0
,
0
0
0

0
1
2
0
,
0
0
0
 

2
9
,
8
1
9
 

田
 
口
 
 
　
一

1
2
0
,
0
0
0

7
1
,
8
4
7

7
1
,
8
4
7

4
8
,
1
5
3

5
4
,
0
0
0
 

3
,
1
2
0
 

1
4
,
7
2
7
 

新
 
畑
 
鉄
 
男

1
2
0
,
0
0
0

9
3
,
5
2
6

9
3
,
5
2
6

2
6
,
4
7
4

9
3
,
5
2
6
 

及
 
川
 
正
 
信

1
2
0
,
0
0
0

1
4
7
,
2
1
8

1
2
0
,
0
0
0

0
7
,
8
0
0
 

2
4
,
0
0
0
 

4
3
,
4
1
8
 

7
2
,
0
0
0
 

鈴
 
木
 
忠
 
幸

1
2
0
,
0
0
0

4
2
,
2
8
2

4
2
,
2
8
2

7
7
,
7
1
8

8
,
9
0
0
 

3
1
,
0
7
9
 

2
,
3
0
3
 

合
　
計

2
,
5
2
0
,
0
0
0

2
,
4
5
0
,
7
2
2

1
,
9
9
7
,
2
9
3

5
2
2
,
7
0
7

4
7
6
,
5
6
0
 

3
2
7
,
0
7
2
 

3
2
0
,
3
2
8
 

9
5
0
 

1
4
7
,
3
6
0
 

5
,
3
9
0
 

3
2
9
,
0
0
6
 

6
5
4
,
4
8
6
 

0
 

1
8
9
,
5
7
0
 

（
単
位
：
円
）

※
 西

野
省
史
議
員
か
ら
は
、
交
付
申
請
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
 一

人
当
た
り
の
交
付
額
の

12
0,
00
0
円
を
超
え
る
支
出
に
つ
い
て
は
自
己
負
担
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
 残

額
に
つ
い
て
は
、
各
議
員
よ
り
二
戸
市
に
返
還
さ
れ
ま
す
。

【
平
成

26
年
度
政
務
活
動
費
執
行
状
況
】

　 　 政 務 活 動 費 の 報 告 　　

　
政
務
活
動
費
と
は
、
議
員
が
行
う
調
査
研
究
、
研
修
、
広
聴
広
報
、
市
民
相
談
の
活
動
な
ど
に
要
す
る
経
費
や
、
要
請
・
陳
情
活
動
に
要
す
る
経
費
が
対
象
と
な
り
、

そ
れ
ら
の
経
費
の
一
部
と
し
て
議
員
１
人
当
た
り
月
１
万
円
（
年
額

12
万
円
 ）

が
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。
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　 　 二 戸 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 　　

　二戸市議会議員政治倫理条例を制定しました

平成 27 年６月定例会最終日 ( 平成 27 年６月 15 日 )、議員発議により「二戸市議会議員
政治倫理条例」が提案され、全会一致で可決しました。

　二戸市議会では、議会の最高規範となる「二戸市議会基本条例」を平成 26 年６月 24
日に制定しました。
　この政治倫理条例は、その基本条例に基づき、市民の代表である議員に求められる行
為基準を明らかにし、市民の皆様と信頼関係を築き、市政の発展に寄与することを目的
に制定されました。
　条例は１４条で構成されており、議員の責務、政治倫理基準の遵守事項、調査請求や
政治倫理審査会の設置など、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項が定められ
ています。
　二戸市議会基本条例検討特別委員会小委員会（田村隆博委員長）を中心に、現段階で
目指すべき内容にすることを心がけて策定しましたが、今後、市民の皆さまからの議会
に対する信頼をより高める内容で、さらに充実したものに仕上げていきたいと考えてい
ます。 　

二戸市議会議員政治倫理条例

　議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考える明確な政治倫理基準
に基づき、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果していくことが必要であ
る。よって、議員と市民との信頼関係を導く基盤としてこの条例を制定する。

（目的）
第１条　この条例は、二戸市議会基本条例（平成 26 年二戸市条例第８号）第 19 条第２

項の規定に基づき、議員が市民全体の代表者として議員活動を行うに当たり、遵守す
べき行動基準を定め、市民からの信頼を得る基盤をつくり、もって公正な市政の発展
を目指すことを目的とする。

（議員の責務）
第２条　議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、第４条に規定する政治倫理

基準を遵守して活動しなければならない。
２　議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する倫理性を

自覚し、その品位の保持に努めなければならない。
３　議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも

屈してはならない。

【説明】

　この条例は、 議員が、 議会基本条例に基づき、 市民全体の代表者として公正な市政の

発展を目指すことを目的とすることを規定しています。
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　 　 二 戸 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 　　

４　議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら率先して説明責任を果さなけれ
ばならない。

（市民の役割）
第３条　市民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ、議員に説明責任を果

たすことを求めるものとする。

（政治倫理基準）
第４条　議員が遵守すべき政治倫理基準を次のとおり定める。

（１）市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務
に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

（２）市民全体の代表者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、
不正に影響力を行使し又は金品を授受しないこと。

（３） 市が行う許可、認可等その他の処分又は市が締結する売買、賃借、請負その他の契
約に関し、個人、特定の企業、団体等を推薦し、紹介する等その地位を利用して不正
にその影響力を行使しないこと。

（４）市が行う許可、認可等その他の処分又は市が締結する売買、賃借、請負その他の
契約に係る企業、団体、事業主等から政治活動に関する寄附を受けないこと。また、
その後援団体についても政治的及び道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けない
こと。

（５）市職員の採用、異動、昇格等人事に関し、推薦、紹介する等その地位を利用して
不正にその影響力を行使しないこと。

２　議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な
態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

【説明】

　議員は、 市民の厳粛な信託を受けた代表者であることを自覚し、 使命を果たすことにつ

いて規定しています。

【説明】

　市民の皆様に、 議員の政治活動について注目し関心を高めていただくよう規定していま

す。

【説明】

　議員の遵守すべき政治倫理基準について、 次の事項を規定しています。

　　①議員の品位と名誉を損なう一切の不正行為の禁止

　　②地位を利用しての不正な影響力の行使、 金品の授受の禁止

　　③市の許可認可等または請負契約に係る推薦、 紹介の不正な影響力行使の禁止

　　④市の許可認可等または請負契約に係る企業及び団体等からの寄付の受領禁止

　　⑤市職員人事への介入禁止

　２項は、 疑惑者となったときの説明責任の義務について規定しています。
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　 　 二 戸 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 　　

（納税報告の義務）
第５条　議員は、毎年６月 30 日までに、前年分の市民税、固定資産税、軽自動車税及

び国民健康保険税の納付状況を記載した報告書（以下「状況報告書」という。）に納
税証明書を添えて議長に提出しなければならない。なお、新たに議員となった者は、
議員となった日から 1 月以内に、状況報告書に納税証明書を添えて議長に提出しなけ
ればならない。

２　議長は、前項の規定により提出された状況報告書を当該議員の任期満了となる年度
の末日まで保管しなければならない。

３　市民のうち地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 18 条の規定により選挙権を有
する者（以下「有権者」という。）は、議長に前項の規定により保管されている状況
報告書の要旨を閲覧請求することができる。ただし、納税証明書は、閲覧の対象とし
ない。

（兼業の報告義務）
第６条　議員は、議員となった場合において、自ら事業を営んでいるとき、又は次の各

号のいずれかに該当する法人その他の団体（以下「法人等」という。）の取締役、理事、
監査役、監事、顧問若しくはこれらに準ずる職（以下「取締役等」という。）に就い
ているときは、議員となった日から１月以内に、議長にその旨を記載した書面（以下「兼
業報告書」という。）を提出しなければならない。

（１）主として収益事業を営む法人等
（２）市の許認可が必要な事業を営む法人等
（３）市から補助金等を受け、又は受けようとする法人等

２　前項の規定は、議員が新たに自ら事業を営むことになったとき、又は新たに法人等
の取締役等に就くこととなったときに準用する。この場合において、同項中「議員と
なった日」とあるのは、「当該事業を営むこととなった日又は当該職に就くこととなっ
た日」と読み替えるものとする。

３　議員は、前２項の規定により提出した兼業報告書の内容に変更があったとき、又は
自ら事業を営むことをやめたとき、若しくは法人等の取締役等を離職したときは、遅
滞なくその旨を記載した書面（以下「兼業変更報告書」という。）を議長に提出しな
ければならない。

４　議長は、第１項及び第２項の規定により提出された兼業報告書（前項の規定により
兼業変更報告書が提出された場合は、当該兼業変更報告書を含む。）を、当該報告書
を提出した議員の在任期間中、市民の閲覧に供さなければならない。

【説明】

　議員は、 市民として納税義務を果たしている事を、 議長に報告することを規定しています。

また、 議長は、 提出された納付状況報告書を保管する義務があり、 有権者は、 議長が保

管している報告書の要旨を閲覧請求できることを規定しています。
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（誓約書の提出義務）
第７条　議員は、この条例を遵守する旨の誓約を行うものとし、議員となった日から１

月以内に、誓約書に署名して議長に提出しなければならない。

（調査請求の手続）
第８条　市民又は議員は、議員が第４条第１項に規定する政治倫理基準に違反する疑い

があると認められるときは、これを証する資料を添えて、議長に対し調査を請求（以
下「調査請求」という。）することができる。

２　前項の規定により調査請求しようとする者が市民である場合は、有権者総数の 200
分の１以上の者の連署をもって、議員である場合は、議員定数の４分の 1 以上の議員
の連署をもってしなければならない。

（政治倫理審査会の設置等）
第９条　議長は、調査請求を受けたときは、議会運営委員会の意見を聴き、必要と認め

るときは、議会に二戸市議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置
するとともに、その事案についての審査を付託するものとする。

２　審査会の委員定数は、８人とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任
する。ただし、審査の対象となる議員及び調査請求した議員は、委員となることがで
きない。

３　審査会の委員の任期は、当該事案の審査終了時までとする。
４　審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
５　審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
６　審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

　 　 二 戸 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 　　

【説明】

　議員の請負禁止については、 地方自治法第９２条の２に規定されていますが、 議員は、

市民全体の代表者としてその高い倫理的義務が課せられていることから、 あらかじめ兼業

の実態について明らかにする旨を規定しています。

【説明】

　議員は、 自らを律することを市民に示すため、 あらかじめこの条例を遵守する旨の誓約

を行うことを規定しています。

【説明】

　第４条に規定する 「政治倫理基準」 に違反する疑い認められる議員があるときは、 市

民及び議員は、 議長に対して調査を請求できる旨を規定しています。 ２項では、 その条件

を規定しています。
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　 　 二 戸 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 　　

（政治倫理基準違反の審査等）
第 10 条　審査会は、前条第１項の規定により付託された事案について、当該請求に係

る政治倫理基準違反の存否について審査を行う。
２　審査会は、前項の規定による審査を行うため、調査請求の対象となっている議員（以

下「調査対象議員」という。）、調査請求した者及びその他関係人に対し事情聴取等必
要な調査を行うことができる。

３　審査会は、第１項の規定による審査を行うため、専門的知識を有する者を参考人と
して出席させ、意見を聴くことができる。

４　審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
５　審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。
６　審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、

出席委員の３分の２以上の同意を得なければならない。

（議員の協力義務及び弁明）
第 11 条　調査対象議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は審査会への出席を

求められたときは、それに従わなければならない。
２　審査会は、被請求議員が前項の要求を拒否したとき、又は虚偽の陳述をしたときは、

その旨を公表するものとする。
３　調査対象議員は、審査会において口頭又は書面により弁明することができる。

（審査結果報告書の提出）
第 12 条　審査会の委員長は、審査の結果を文書により議長に報告しなければならない。
２　議長は、前項の規定による報告を受けたときは、議会に報告するとともに、その概

要を速やかに公表しなければならない。
３　調査対象議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。
４　前項の規定により弁明書が提出されたときは、議長は、当該弁明書の全文又はその

【説明】

　審査会は、 調査請求の適否及び政治倫理基準違反の事実について審査する旨規定して

います。

【説明】

　調査の対象となった議員は、 政治倫理審査会の調査に協力する義務があることと弁明の

機会を与えることについて規定しています。

【説明】　

　調査の請求を受け、 必要性を認めたときは、 議会内に議員で構成する政治倫理審査会

を設置して審査する旨規定しています。 2 項から 6 項では、 委員の選任、 責務について

規定しています。
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概要を公表しなければならない。

（審査結果の措置）
第 13 条　調査対象議員は、自己に関する審査会の審査結果の報告において、自己の行

為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治
倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

２　議会は、調査対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守
り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

（補則）
第 14 条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が

別に定める。

附 則
１　この条例は、平成 27 年９月１日から施行する。
２　この条例の施行の際、現に議員である者に対する第５条、第６条及び第７条の規定

の適用については、第５条中「毎年６月 30 日までに」とあるのは「この条例の施行
の日から１月以内に」と、第６条中「議員となった場合において」とあるのは「この
条例の施行の日において」と、第７条中「議員となった日」とあるのは「この条例の
施行の日」とする。

　 　 二 戸 市 議 会 議 員 政 治 倫 理 条 例 　　

【説明】

　審査結果の報告義務と対象議員の弁明について規定しています。

【説明】

　調査の対象となった議員が、 審査結果の報告を受け基準に違反していると指摘された場

合の対応と調査対象議員が自ら措置を講じないときの議会の対応について規定していま

す。

【説明】

　この条例の手続きの詳細に関しては、 別に規則等で定める旨規定しています。

【説明】

　この条例は、 議会の議決後、 平成 27 年 9 月 1 日から実施されます。

　経過措置では、 公布日に現職議員である者の条例の適用について規定しています。
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～６月定例会最終日　二戸市役所玄関前にて～

 退任する議員

　７月３０日（任期）を以って退任する議員は次のとおりです。

　長年にわたりご苦労様でした。

　　大沢　孫吉　議員（議員在職 26 年）
　※今回の市議会議員選挙に立候補されなかった方を掲載しております。


